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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構（JICA）は、ザンビア共和国の要請に基づき、2009 年 12 月から 5
年間の予定で技術協力プロジェクト「農村振興能力向上プロジェクト」（Rural Extension Service 
Capacity Advancement Project：RESCAP）を実施しています。 

このプロジェクトが開始される前に、JICA は、住民参加による村落開発手法と持続的農業技術

の導入を目的とした「孤立地域参加型開発計画」を 2002 年 6 月から 2009 年 5 月にかけてザンビ

ア共和国政府と実施しました。同プロジェクトの実施を通して参加型村落開発の実用モデルが確

立しましたが、その一方で、ザンビア共和国政府が独自で農村開発を進めていくためには、同政

府の農業普及システムの包括的な改善と強化が必要であることが明らかになりました。この課題

に対応するために実施されたのが RESCAP です。 
RESCAP の協力期間の終了に向け、JICA は、ザンビア共和国政府側と合同でこれまでの実績や

目標達成状況について総合的な評価を行うとともに、プロジェクト終了後の効果の持続・発展の

ための方策について協議するため、2014 年 8 月 31 日から 9 月 20 日にかけて終了時評価調査を実

施しました。 
本報告書は、同調査団によるザンビア共和国側関係者との評価調査結果及び協議結果を取りま

とめたものであり、本プロジェクト並びに関連・共通する国際協力の推進に活用されることを願

うものです。 
終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた内外の関係各位に対し、心から謝意を表します。 
 
平成 26 年 12 月 

 
独立行政法人国際協力機構 
ザンビア事務所長 野田 久尚 
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評価調査結果要約表 
 

１．案件の概要 

国名：ザンビア共和国 案件名：農村振興能力向上プロジェクト 

分野：生産安定・生産性向上/農村開発 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：ザンビア事務所 協力金額（評価時点）：7.18 億円 

協力期間 R/D：2009 年 11 月 30 日締結

プロジェクト期間：2009 年

12 月～2014 年 12 月（5 年間）

先方関係機関：農業・畜産省農業局 
（Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and 
Livestock） 

 日本側協力機関：なし 

他の関連協力：青年海外協力隊 

１－１ 協力の背景と概要 

ザンビア共和国（以下、「ザンビア」と称する）では、農業開発が貧困削減のうえで不可欠で

ある。人口の 60.5％が貧困ライン以下の生活を送っており、また 77.9％が農村地域に居住して

いる 。しかしながら、構造調整に伴う 2000 年代初頭の普及予算の激減により、政府の農業支

援体制が脆弱化した結果、遠隔地の小規模農家を対象とする農業振興に困難が伴うこととなっ

た。 
このような状況から、ザンビア政府は参加型持続的村落開発（Participatory Approach to 

Sustainable Village Development：PASViD）の実施を通じて農村部の貧困緩和を図るための技術協

力を日本政府に要請した。その結果、当時の農業・協同組合省と JICA により、2002 年から 2009
年の間に孤立地域参加型村落開発計画（Participatory Village Development in Isolated Areas：
PaViDIA）が実施された（PASViD 関連の活動との混同を避け、また PaViDIA の改善されたアプ

ローチを PASViD から区別するために、新たな案件名が用いられた）。PaViDIA プロジェクトの

実施を通じて、農業・畜産省（Ministry of Agriculture and Livestock：MAL）では孤立地域の参加

型村落の実用モデルが確立されたものの、その一方で、PaViDIA アプローチを全国に普及・展

開していくうえで、農業普及体制の組織的な弱さが障害となっていることが明らかとなった。

その解決のために農業普及制度強化のための技術協力が新たに要請された。 
これを受け、JICA は 2009 年 に詳細計画策定調査を実施してザンビア政府関係機関と討議

を行い、2009 年 12 月から 2014 年 12 月の 5 年間を協力期間とする本「農村振興能力向上プロジ

ェクト（Rural Extension Service Capacity Advancement Project：RESCAP）」が開始された。 
 
１－２ 協力内容 

（1）上位目標 
対象地域における農家の生活の質が向上する。 

 
（2）プロジェクト目標 

対象地域において、普及実施体制の改良と普及員の技術・知識の向上を通して、農業・

畜産省が提供する普及サービスが改善される。以上の過程には、普及着手の契機を与える

PaViDIA 手法をその一部とする参加型普及アプローチ（Participatory Extension Approach：
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PEA）の適用が含まれる。 
 
（3）成 果 

成果 1：農家のための適切な技術が特定される。 
成果 2：普及員の研修制度が確立する。 
成果 3：プロジェクト対象地域の普及員の実践的な普及サービス能力が強化される。 
成果 4：キャンプ/ブロック、郡、州による活動のモニタリング及び支援能力が強化される。

成果 5：農業・畜産省の普及サービス管理能力が強化される。 
 
（4）投入（評価時点） 

日本側：総投入額 7.18 億円 
専門家派遣：延べ 10 名（調査時点） 機材供与：約 1,500 万円 
ローカルコスト負担：約 1 億 6,000 万円 
研修員受入れ：29 名 

 
相手国側： 

カウンターパート配置 62 名（管理要員 2 名を含む） 
オフィス・会議室等の提供 
ローカルコスト負担：運転手雇用（北部州、2013 年 11 月以降）、光熱水費、清掃費等 

 

２．評価調査団の概要 

調査者 （担当分野、氏名、所属） 
団 長 佐藤 武明 JICA 客員専門員 
技術団員 中村 公隆 JICA 国際協力専門員 
評価計画 比嘉 勇也 JICA ザンビア事務所 所員 
評価分析 寺尾 豊光 水産エンジニアリング株式会社 

調査期間 2014 年 8 月 31 日〜2014 年 9 月 20 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

成果 1 北部州及び Muchinga 州の対象郡において、農家のための適切な技術が特定される。 
達成指標 1-1 対象地域において、10 件を超える適正技術及び適切な作物・品種が確認され、

マニュアルとして取りまとめられる。 
 

成果 1 は達成された。2014 年 5 月までに、対象州の農業局及び農業試験場の職員により、

14 種類の適正技術が特定された。特定された各技術の内容及び特定に至る技術的プロセス

は、マニュアル 5 件に取りまとめられた。 

 
成果 2 普及員の研修制度が確立する。 
達成指標 2-1 普及員研修の枠組みが開発される。 
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2-2 講師養成研修、新人普及員研修、現職普及員研修のための研修プログラムが農

業・畜産省（農業局）によって計画・実施される。 
2-3 本省及びすべての州から、20 名を超える職員が講師となる。 

 

成果 2 は達成された。普及員研修の体系化については、現任研修だけではなく、導入（新

任）研修や管理職研修まで含む研修体系として整備された（指標 2-1）。 
対象州での普及員現任研修及び講師研修の実施を通じて、研修教材のパッケージ及び講

師向けガイド（Training Resource Guide）が整備された。新人普及員研修は農業・畜産省の

強い要望もあり、開発中のパッケージを活用して全国 10 州で実施された。これにより新任

研修用のパッケージも作成された（指標 2-2）。 
研修講師の中核となるマスタートレーナーは、全国 10 州より選定され、延べ 52 名が任

命された（指標 2-3）。 

 
成果 3 プロジェクト対象地域の普及員の実践的な普及サービス能力が強化される。 
達成指標 3-1 対象地域において、研修を受講した普及員のうち、80％を超える普及員の実践

能力が向上する。 
3-2 北部州及び Muchinga 州において、70％を超えるキャンプ/ブロック普及員が、

2013/2014 年の農期に最低 5 カ所の展示圃（デモ）を設置する。 
3-3 北部州及び Muchinga 州において、2013/2014 年の農期に、30％を超えるデモに

おいて適正技術が適用される。 
 

以下の指標達成の状況にみるように成果 3 は達成されている。2014 年 8 月時点で、計 13
回の現任研修でチェックテストを実施し、延べ 342 名の受講者のうち、289 名（84.5％）で

研修内容の理解度向上が確認された。20～100 問の理解度チェックテストが研修の初日と

最終日に同じ問題で実施され、研修による理解の向上が確認された。向上率は前後で点数

が改善された受講者数の全受講者数に占める割合により計算された（指標 3-1）。 
2013/2014 年の農期（2013 年 10 月から 2014 年 3 月ごろに至る雨期）に、対象郡で 400

を超えるデモ（展示圃）が設置された。北部州では、1 人の普及員が最低 5 カ所（5 種類）

のデモを設置することが指導され、72％の普及員が 5 カ所以上のデモを設置した。そのう

ち 9 つの Camp では 10 カ所以上のデモを設置しており、最も多かった Camp は Chinsali 郡
の FTC Camp で、18 カ所のデモを設置している（指標 3-2）。 

2013/2014 年の農期では、デモ総数に占める適正技術の割合は、平均して 5 割を超えてい

る（指標 3-3）。 

 
成果 4 キャンプ/ブロック、郡、州による活動のモニタリング及び支援能力が強化される。 
達成指標 4-1 対象地域の州、郡レベルにおいて、規格化された様式による報告書の提出を行

うキャンプ/ブロック普及員の割合が 90％を超える。 
4-2 対象地域のキャンプ/ブロック普及員が郡の職員から報告に対するフィードバ

ックを受ける。 
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4-3 実施中のマイクロ・プロジェクトのモニタリングが、郡のモニタリング活動の

なかに組み込まれ適切に報告される。 
 

成果 4 はおおむね達成された。対象郡の普及員による 2009 年の報告書提出率は約 20％で

あった。2014 年 8 月の報告書の提出率は 81％までの増加をみた。評価時点では指標の 90％
を満たしていないものの、プロジェクト終了までには達成可能と考えられる（指標 4-1）。 

さらに重要なことは、関係者間でフィードバックの概念が統一され、それが報告書提出

チェックリストという形にまとめられたことである。その結果、78％の普及員が定期的に

フィードバックを受けるようになった（指標 4-2）。 

 
成果 5 農業・畜産省の普及サービス管理能力が強化される。 
達成指標 5-1 国家普及戦略が策定され、承認される。 

5-2 普及サービス調和化の体制が確立される。 
5-3 対象地域（州・郡）及び農業・畜産省本省（農業局）において、80％を超える

職員が、同省の普及活動に係る管理能力は改善されたと感じている。 
 

国家普及戦略第 1 次ドラフトは作成されている。関係者との意見交換会を実施するまで

に時間を要するが、遅くとも 2015 年には採択される見込み（指標 5-1）。 
普及サービス調和化の体制を確立するために、「小規模農家のための普及サービス提供に

係る一般ガイドライン（2013 年 3 月）」が作成されている（指標 5-2）。 
対象州・郡の普及担当職員 30 名余及び本省農業局関係職員 11 名に対して、本調査団は

インタビュー調査を行った。その結果、全員が本プロジェクトが開始されて以降、農業・

畜産省の普及サービスに係る管理能力は向上していると回答した（指標 5-3）。 

 
プロジェクト目標 対象地域において、普及実施体制の改良と普及員の技術・知識の向上を通

して、農業・畜産省が提供する普及サービスが改善される。以上の過程に

は、普及着手の契機を与える PaViDIA 手法をその一部とする参加型普及ア

プローチ（PEA）の適用が含まれる。 
達成指標 1．350 を超える村落が、PEA-PaViDIA アプローチによりマイクロ・プロジェクト

を実施している。 
2．対象地域の農民の 80％が、普及サービスの改善を認識している。 

 

以下の二つの指標の状況にみられるように、プロジェクト目標は達成されている。 
目標の 350 村に対し、RESCAP 開始以来現在までに PEA-PaViDIA アプローチによるマイ

クロ・プロジェクトは 5 州 14 郡の 354 村で実施された（指標 1）。インパクト調査の結果（第

3.1 版）によれば、対象 3 州 1,000 戸のうち 79.5％の農家が普及サービスは改善されたと認

知している（指標 2）。 
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３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性：高い 
・国家政策：プロジェクトはザンビア国の政策と合致しており、同政府のニーズに沿うも

のである。改定版第 6 次国家開発計画（Revised Sixth National Development Plan：R-SNDP、
2013-2016）は、農業セクターの目標として、貧困層は農村部の小規模農家に集中してい

る事実を踏まえ、リサーチ、普及サービスの拡大と分権化を通じた農業生産性の向上を

強調している。 
・受益者ニーズ：本プロジェクトは長期的に、小規模農家の生活の質を向上させることを

めざしている。これは貧困削減に係る国家政策の目的に合致しており、最終受益者であ

る小規模農家のニーズにも合致している。 
・日本の ODA 政策：本プロジェクトは、農村開発に焦点を当てた貧困削減を目的としてお

り、ザンビアに対する日本の国別援助計画と合致している。 
 
（2）有効性：高い 

・適正技術の特定、研修事業やモニタリング体制の構築、展示圃場の開設など、成果のほ

とんどが農業・畜産省の普及体制の強化（プロジェクト目標）に貢献している。成果を

構成する活動の意味がよく検討され、活動の内容は実際のニーズに合わせたものとなっ

ている。研修やモニタリングでは対象州が拡大され、また普及員手帳（Agriculture Diary for 
Extension Officers：ADEOs）等の管理ツールが導入されたことにより、ニーズ合致の試み

が結実するものとなった。現実に沿った活動内容がプロジェクト目標達成の程度を高め

ている。 
 
（3）効率性：高い 

・当初 6 名体制であった長期専門家の投入は 4 年目以降から 5 名体制となった。西部州に

配置された専門家ポスト（PaViDIA 実施支援）が PaViDIA の実施改善により不要となっ

たことによる。機材供与、本邦研修等の投入は予定どおり行われた。 
・適正技術の特定、研修事業やモニタリング体制の構築、展示圃場の開設、農業・畜産省

管理能力の向上など、すべての成果において、活動範囲の拡大が計画され実施された。

これらはマスタートレーナーの主導により行われた。一方、これらの活動拡大に対し日

本側の投入は増えていない。このようなことが可能となったのは、専門家とザンビア側

カウンターパート職員との意思疎通が深かったためと考える。 
 
（4）インパクト：高いと見込まれる 

・上位目標である対象郡の農家の生計向上が実現すれば大きなインパクトを与えることに

なるが、上位目標の発現には普及以外にもさまざまな要因が影響するので、現段階では

発現の程度を数値で予測することは難しい。 
・成果 3 でカバーされていない対象州以外のデモ実施、普及員現任研修の全国展開、農業・

畜産省協同組合局による PaViDIA 実施郡への出荷支援、北部州における、Q-GIS、MS オ

フィス、アクセスなどのコンピュータ・ソフト・アプリケーション（ICT）研修などは、

今後実施が継続し、あるいは実施段階に入れば、本プロジェクトが与えたその他のイン
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パクトとなる。 
 
（5）持続性：高いと見込まれる 

・政策面：改定版第 6 次国家開発計画（2013-2016）では、農業セクターの目標として、リ

サーチ、普及サービスの拡大と分権化を通じた農業生産性の向上を強調している。この

政策は将来も継続すると考えられる。 
・組織面：適正技術の特定、研修事業やモニタリング体制の構築、展示圃場の開設などの

主要活動は、マスタートレーナーの主導により計画され実施されたところが多い。全省・

全州をカバーするマスタートレーナー体制が構築されたことは、これらの活動を継続す

るうえで良い組織的条件となっている。農業・畜産省本省については、関係部局を通し

て普及管理体制のさらなる強化が必要である。 
・財務面：普及予算が制限されている現状のなかで本プロジェクトは実施された。普及員

の動員体制などを制限する予算不足は多年にわたり課題を与えている。この状況のなか

で本プロジェクトでは、活動資金の一部をヨーロッパ連合（European Union：EU）や国

際農業開発基金（International Fund for Agricultural Development：IFAD）などの協力パー

トナーや民間セクター等から得ている。例えば EU の活動強化計画（Performance 
Enhancement Programme：PEP）の財務支援を得て初任研修が実施された。これらは予算

不足に対する臨時の対応策の一つを与えるものと考えられる。 
・技術面：研修計画の作成、教材開発、適正技術特定サイクルの開発等は、マスタートレ

ーナーや中堅職員が中心となって行われた。これらのタスクの実施に経験を積む職員が

多いことから、技術面の持続性は高い。 
 
３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること：特になし。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

適正技術の特定、研修事業やモニタリング体制の構築、展示圃場の開設、農業・畜産省

の管理能力の向上など、マスタートレーナーの主導により行われた。これにより活動内容

への現状反映が深められ活動の持続性が高くなった。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 
成果 5 では、活動の要件定義に係る検討が不十分であった。農業・畜産省本省の普及体

制管理能力を改善するために、どのようなプロジェクト活動が必要であるか、プロジェク

ト・デザイン・マトリックス（Project Design Matrix：PDM）では明確な情報が与えられて

いなかった。このため成果 5 の達成程度は他よりも低くなった。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

現任研修の研修用パッケージには畜産・水産の普及技術も含まれているが、畜産・水産

分野の普及員は依然として少ない。デモやマイクロ・プロジェクトに養鶏など畜産を含め
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る場合に大きな課題を与えている。 
 
３－５ 結 論 

本プロジェクトでは、活動の意味や背景を問い、活動の内容を繰り返し検討することで、プ

ロジェクトの内容を深める努力が行われた。特に研修とモニタリング体制に係る活動が対象州

や関与する部局の拡大を伴ったことは、活動内容が実情に沿うようにプロジェクトの内容がよ

く検討され変更された結果である。農業・畜産省の普及体制を改善するうえで RESCAP が果た

した役割は大きいと評価できる。以上から、本調査団は、予定どおり 2014 年 12 月にプロジェ

クトを終了することが適切と判断する。 
 
３－６ 提 言 

（1）国家普及戦略 
国家普及戦略は普及の方向性を決める最も重要な政策であるが、現在はまだドラフトの

段階である。農業・畜産省は早急に最終化を行い関係機関の承認を得るべきである。 
 
（2）予算確保 

これまで、RESCAP の活動資金の一部は協力パートナー等から得ていたが、本来の持続

性を確保するには、政府独自予算を段階的に増やすべきである。しかし、政府の財政は急

には好転しないとみられるため、当面の間は他の協力パートナー等の支援を受けざるを得

ないと考えられるが、中央レベルにおいては、これまでのように資金確保のモービライゼ

ーションを日本人専門家に依存するのではなく、少なくとも農業・畜産省が独自に対応す

べきである。 
 
（3）関係部局間の連携 

本省、州、郡レベルにおいて、農業・畜産局、水産局、畜産局の連携を密にし、農作物

のみならず、畜産・水産物の生産を含めた包括的な普及システムの実施体制の確立をめざ

すべきである。 
 
（4）普及員手帳（ADEOs）の継続 

ADEOs は普及員の重要なツールとなっており、ADEOs なしでは効果的な普及活動に困難

を来すと考えられるため、2015 年版以降の印刷・配布を確実に行うべきである。 
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評価調査結果要約表（英文） 
 

I. Outline of the Project 
Country: Republic of Zambia Project title: Rural Extension Service Capacity 

Advancement Project (RESCAP) 
Issue/Sector: Agriculture Development Cooperation scheme: Technical cooperation 

Division in charge：Zambia Office, JICA Total cost: 716.7 million Yen 
Period of 
Cooperation 

R/D: 30 November 2009 
Duration: December 2009 to  
December 2014 (5 years) 

Implementation Organization: Department of 
Agriculture, Ministry of Agriculture and Livestock 

Supporting Organization in Japan:  

Related Cooperation: Japan Overseas Cooperation Volunteer 

1. Background of the Project 
          Agricultural development is crucial for poverty reduction in Zambia. Of the 60.5% of its 
population living under the National Poverty Datum Line, 77.9% reside in rural areas. However, 
agricultural development has been a challenge to the small-scale farmers living in isolated areas where 
agricultural services became fragmented after drastic reduction of budget allocation to extension service 
operation in the Structural Adjustment Programme in early 2000s. Under this circumstance, the 
Government of Zambia requested the Government of Japan to implement a Technical Cooperation 
Project to alleviate rural poverty through Participatory Approach to Sustainable Village Development 
(PASViD), which was introduced by JICA Expert in 1999. This resulted in the implementation of the 
Participatory Village Development in Isolated Areas Project (PaViDIA) by the then Ministry of 
Agriculture and Cooperatives and Japan International Cooperation Agency (JICA) from 2002 to 2009.  
          PAViDIA Project successfully introduced the practical participatory development model to 
the rural communities in isolated areas, but it also became evident that the structural weakness in the 
agriculture extension system would limit the expansion of the PAViDIA approach. Thus, the 
Government of Zambia requested Japan to implement another Technical Cooperation Project to 
strengthen the agriculture extension system. 
          Responding to the request, JICA conducted the Preliminary Study in 2009 and had a series 
of discussions with the authorities concerned of the Government of Zambia. Both sides agreed on the 
framework of the project (see 2.2 below) as well as its title ‘Rural Extension Service Capacity 
Advancement Project-Through PaViDIA Approach- (RESCAP)’. 
 
2. Project Overview 
(1) Overall Goal: Farmers’ quality of life is improved in the target areas. 
 
(2) Project Purpose:  
           Rural extension services provided by the Ministry of Agriculture and Livestock (MAL) 
are improved with the improved service delivery system, and skills and knowledge of extension officers 
including use of Participatory Extension Approach (PEA) -PaViDIA Approach (as an entry point) in the 
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target areas 
 
(3) Outputs 
Output 1: Appropriate technologies for farmers are identified in the target Districts of 

Northern/Muchinga Provinces. 
Output 2: In-Service Training System for Extension Officers is institutionalized within MAL. 
Output 3: Practical abilities of Extension Officers are improved in the target Provinces/Districts. 
Output 4: Monitoring and backstopping capacity of camp/block, district and provincial level is 

strengthened. 
Output 5: Management capacity of MAL’s extension service is improved. 
 
(4) Inputs 

Japanese side: 
Expert: 10 persons in total             Equipment: JPY 15 million  
Local cost: JPY 160 million  
Trainees received: 29 persons 

 
Zambian side: 

Counterpart: 64 persons Local Cost: costs for driver, energy, etc. 
Land and Facilities: Offices, meeting rooms and others 

II. Evaluation Team 

Members of 
Evaluation 
Team 
 

Leader: Takeaki Sato, Senior Advisor, JICA 
Holistic Analysis: Hirotaka Nakamura, Senior Advisor, JICA 
Evaluation planning: Isaya Higa, Assistant Resident Representative, JICA Zambia Office
Evaluation Analysis: Toyomitsu TERAO, Fisheries Engineering Co., Ltd 

Period of 
Evaluation 

1 September 2014 to 18 September 2014 Type of Evaluation：Terminal evaluation

III. Results of Evaluation 

1. Summary of Evaluation Results 
(1) Relevance: high 
National policies:  
          RESCAP complies with the relevant national policies of Zambia and also meets the needs 
of the Government to execute the policies. Based on facts that poverty groups are found mostly in 
small-scale farmers in the rural areas, the Revised 6th National Development Programme 2013-2016 
(R-SNDP) emphasizes, as objectives of the agriculture sector, to enhance productivity through 
expansion and decentralization of research and extension services. 
 
Needs of beneficiaries:  
           In the long term, RESCAP is aimed at improvement of quality of small-scale farmers’ life. 
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This goal meets the poverty reduction policies of the Government and also satisfies needs of farmers as 
the final beneficiaries. 
 
ODA policy of the Japanese government:  
           RESCAP has an overall goal of poverty reduction through development of the rural areas. 
This complies with Country Assistance Policy for Zambia (2014). 
 
(2) Effectiveness: high 
          Most of the outputs that include those of appropriate technologies, demos, training and 
monitoring system contributed to achievement of the project purpose – strengthening of the extension 
system of MAL. Meaning of the activities for these outputs was well reviewed and contents of the 
activities were made to be suited to the actual needs. Through expansion of the target provinces in 
training and monitoring, as well as introduction of ADEOs as a management tool, trials to meet the 
needs have become successful. The activities meeting the actual needs jacked up the extent of 
achievement of the project purpose. 
 
(3) Efficiency: high 
           In the beginning of RESCAP, six (6) long term expert were despatched and after the 4th 
year, the number was reduced to five (5). This is because the expert assigned to implementation of 
PaViDIA Approach in Western Province became unnecessary as implementation of PaViDIA Approach 
had been much improved. Inputs of equipment and training in Japan were made as scheduled. 
          In all the outputs - those of appropriate technologies, demos, training, monitoring system 
and management of extension, scope of the activities were expanded and these were implemented at the 
initiative of master trainers. Meanwhile, it is stressed that for those expanded activities, the financial 
and material resources from Japan were not increased. This was made possible through deepened 
communication between Japanese experts and the counterpart personnel in MAL. 
 

(4) Impacts: expected to be high 

           RESCAP would be able to give a great impact if it can contribute to improve farmer’s 

livelihood as specified in the overall goal. It is however difficult at present to assess the extent of the 

achievement quantitatively, as the overall goal is affected by various factors other than the extension 

service delivery. 

          Other impacts attributed to the implementation of RESCAP can be counted if these are 

continued or can be brought to an implementation stage; 

・Demos undertaken in other provinces that are not covered in Output 3 

・In-service training (IST) to be conducted in 10 provinces without support by RESCAP 

・Marketing support for micro projects to be planned by Cooperative Department of MAL in districts 

where PaViDIA are being implemented, and  
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・Computer software application trainings such as Q-GIS, MS Office, and MS Access in Northern 

Province have enabled field staff to draw maps of Camp by using computer. 

 

(5) Sustainability: expected to be high 

Policy aspect:  

           The Revised 6th National Development Plan 2013-2016 (R-SNDP) emphasises, as 

objectives of the agriculture sector, to enhance productivity through expansion and decentralisation of 

research and extension services. It is considered this policy will be maintained for the future. 

 

Institutional aspect:  

           Main activities for appropriate technologies, demos, training, and monitoring system were 

structured and implemented at the initiative of master trainers. The master trainers are assigned from all 

the involved departments of MAL and 10 provinces. Such group of the master trainers constitutes a 

good institutional condition for continuing these activities. As for MAL HQ, further improvement of the 

management for extension service is needed over involved departments. 

 

Financial aspect:  

          RESCAP has been implemented under a situation where budgets for the extension service 

are limited. Shortage of the budget has given challenges to mobility of the extension officers for many 

years. To settle the challenges, RESCAP has obtained a part of operation budgets from funding by 

cooperating partners and private sector. For example, the induction training was conducted with funding 

by PEP (EU). These can give a temporary measure to deal with shortage of budgets. 

 

Technical aspect:  

          The master trainers and other experienced officers of MAL have had a leading role in 

preparation for plans of training, development of teaching materials, studies on cycle to identify 

appropriate technologies, and others. Since there are many officers experienced in undertaking these 

tasks, sustainability in technical aspect is high. 

2. Factors that promoted materialization of effects 
          Most of the activities for the appropriate technologies, demos, training, monitoring system, 
and management of extension service were implemented at the initiative of master trainers. Through 
such process, the activities were able to incorporate the actual background conditions and also to 
develop a higher sustainability. 
 
3. Factors that impeded materialization of effects  
          For Output 5, definition of requirements for the activities set out in the PDM was 
insufficient. It was unclear which activities were needed for improvement of MAL’s capacity to manage 
extension services. By this reason, an extent of achievement of Output 5 was lower than other outputs. 
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          Although training packages for the in-service training (IST) include teaching materials for 
livestock and fisheries, there is still a shortage of livestock and fisheries extension officers. This 
presents a serious challenge in case that poultry or other livestock farming is planned to include in demo 
or micro project for PaViDIA approach. 
 
4. Conclusion 
           RESCAP gave full considerations on objectives and backgrounds behind its activities, and 
constantly strove to enrich its contents. The Project’s ability to carefully examine and adapt its activities 
to the actual situations leads to the expansion of its target provinces and institutions, notably in capacity 
development for training and monitoring. RESCAP has played a significant role in improving the 
extension system of MAL, and is deemed to achieve its Project Purpose. Therefore, the Joint Evaluation 
Team concludes that it is pertinent that the Project be terminated in December 2014 as planned. 
 
5. Recommendations 
1. National Extension Strategy 
          The National Extension Strategy will be the most important policy that sets the course of 
the extension activities, but currently it is still in its draft stage. The strategy must be promptly finalized 
by MAL and approved by the Zambian Government. 
 
2. Financing 
           Part of the RESCAP’s activities were funded by cooperating partners, but in order to 
achieve true sustainability, the inputs from the Zambian government should be gradually increased. 
However, since the government’ s financial condition may not improve immediately, receiving funds 
from cooperating partners and other stakeholders can be considered as a necessary measure to sustain 
the activities initiated by RESCAP for the time being. The Joint Evaluation Team recommends that 
MAL Headquarters take the initiative and be able to mobilize resources without the assistance of 
Japanese experts. 
           In order to secure funds within the government when the circumstances makes it difficult 
to increase the overall budget, MAL should consider streamlining the ministry budget to ensure 
adequate resources for the extension activities.  
 
3. Collaboration among MAL agencies 
           Collaboration among the Department of Agriculture, Department of Fisheries, Department 
of Livestock, Department of Cooperatives, and Zambia Agriculture Research Institute should be further 
strengthened at Headquarters as well as at Provincial and District levels, in order to establish the 
implementing system of comprehensive extension services that encompasses agriculture, livestock, and 
fisheries. 
 
4. Continuation of ADEOs 
           Agricultural Diary for the Extension Officers (ADEOs) has proven to be an indispensable 
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tool for the extension officers to effectively and efficiently carry out their activities. Therefore, MAL 
should secure the timely publication and distribution of the ADEOs from 2015 onward. 
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第１章 終了時評価調査の概要 
 
１－１ 調査の目的 

国際協力機構（以下、「JICA」と記す）と相手国の関係機関が共同で実施する技術協力プロジ

ェクトの総合的な評価が終了時評価である。終了時評価は、協力期間終了の約半年前に実施され、

終了時における目標達成の見込み、事業の効率性、今後の自立発展の見通し等の観点から、協力

の実施状況を評価する。 
農村振興能力向上プロジェクト（以下、「本プロジェクト」または「RESCAP」と記す）に対す

る本終了時評価調査の目的は以下のとおりである。 
    

（1）これまでのプロジェクト活動について、本プロジェクトの最新プロジェクト・デザイン・

マトリックス（2012 年 11 月 5 日付第 7 版。以下、「PDM」と記す）に基づき、実績達成のレ

ベル、実施プロセスの適切性を検証する。 
 

（2）経済協力開発機構/開発援助委員会（Organization for Economic Cooperation and Development：
OECD/Development Assistance Committee：DAC）が定めた評価 5 項目（妥当性、有効性、効

率性、インパクト、持続性）の視点から、プロジェクトの達成状況を分析する。 
 

（3）プロジェクト目標及び成果の達成に影響した阻害・貢献要因を抽出し分析する。 
 
（4）PDM に示されるプロジェクト目標及び上位目標の達成に向けて、必要な対処措置があれば

その提言を行う。 
 
（5）他のプロジェクト及びプログラムの改善に適用可能な教訓を抽出する。 
 

１－２ 調査手法 

（1）合同評価調査 
本終了時評価調査は日本及びザンビア共和国（以下、「ザンビア」と記す）の関係機関が

合同して行った。合同評価調査団（以下、「本調査団」と称する）は、本プロジェクトの活

動実施に直接関与していない JICA の 4 名及びザンビア政府農業・畜産省（以下、「MAL」と

称する）の 3 名で構成された。調査団員の氏名、担当業務、所属先を１－３節に示す。 
 

（2）評価 5 項目による分析 
本調査団は、討議議事録（R/D）（2009 年 11 月 30 日署名）、PDM 及び作業計画（Plan of 

Operations：PO）に沿って、本プロジェクトの達成状況を検討した。検討に際しては、実績

報告書及び成果品の参照、現地調査及び関係機関、受益者、JICA 専門家へのインタビュー調

査を行った。以上の結果を踏まえ、OECD/DAC の評価 5 項目に基づく評価分析を行った。評

価 5 項目にいう評価視点を表１－１に要約する。 
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表１－１ OECD 開発援助委員会の評価 5 項目 

項 目 評価視点 

妥当性 

プロジエクト実施の正当性、必要性を問う。 
・ 相手国の開発政策との整合性はあるか 
・ 対象地域・社会のニーズに合致しているか 
・ ターゲットグループのニーズに合致しているか 
・ 日本の援助政策・JICA 国別事業実施計画との整合性はあるか 
・ 相手国の対象分野・セクターの開発課題に対する効果を上げる戦略として適

切か（プロジェクトのアプローチ、対象、地域などは適切な選択か） 

有効性 

プロジェクトの効果を問う。 
・ プロジェクト目標は達成されているか（達成されるか） 
・ プロジェク卜成果の結果としてその達成はもたらされたか（もたらされる

か） 
・ プロジェクト目標に至るまでの外部条件の影響はあるか 

効率性 

プロジェクト投入の成果への転換効率を問う。 
・ 投入はタイミングよく実施されたか 
・ 投入の規模や質は適切か 
・ 成果は達成されたか 
・ 活動から成果に至るまでの外部条件の影響はあるか 

インパクト 

プロジェク卜の長期的、波及的効果を問う。 
・ 上位目標は達成されるか 
・ 上位目標に至るまでの外部条件の影響はあるか 
・ 予期しなかったプラス・マイナスの影響（波及効果も含む）はあるか 
・ 上位目標の達成を貢献・阻害する要因は何か 

持続性 

協力終了後の持続性を問う。 
・ プロジェクト目標、上位目標などのプロジェク卜がめざしていた効果は、援

助終了後も持続するか 
・ 活動を円滑に実施するに足る組織能力があるか 
・ 関連規制、法制度は整備されているか 
・ 財政的に独立しているか、あるいは財政支援が継続しているか 
・ 必要な技術が維持・普及されているか、資機材は適切に維持管理されている

か 

 
（3）データ収集方法と情報源 

本終了時評価調査で用いられた情報の出所は以下のとおりである。 
    

1）投入、活動実績、成果の達成状況を示す実績報告書などプロジェクトが提供した資料 
 

2）関係機関、直接・間接の受益者、JICA 専門家へのインタビュー調査。インタビューを
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行った関係機関・受益者は、農業普及員、郡農業調整官（DACO）、郡上級農業官（Senior 
Agricultural Officer：SAO）、州農業調整官（Provincial Agricultural Coordinator：PACO）、

州農業官（Principal Agricultural Officer：PAO）、専門技術員（Subject Matter Specialist：SMS）、
その他郡州レベルの農業局職員及び MAL 本省職員（特に農業局普及担当部門）などであ

る。インタビューを行った受益者には小規模農家も含まれる。 
 

3）プロジェクトサイト視察（Lusaka 州、Muchinga 州、北部州、北西部州、西部州におけ

る活動実施サイト） 
 

１－３ 調査団の構成 

調査団の構成は、以下のとおり。 
 

表１－２ ザンビア側調査団 

氏 名 所属・役職 
Mr. Katupa Chongo Chief Agricultural Extension Officer, Department of Agriculture, 

Ministry of Agriculture and Livestock 
Mr. Maketo Mubyana Principal Cooperatives Officer-Training, Department of 

Cooperatives, Ministry of Agriculture and Livestock 
Mr. Kondwani Gondwe Senior Economist, Policy and Planning Department, Ministry of 

Agriculture and Livestock 
 

表１－３ 日本側調査団 

氏 名 所属・役職 
佐藤 武明（団長） JICA 客員専門員 
中村 公隆（技術団員） JICA 国際協力専門員 
比嘉 勇也（評価計画） JICA ザンビア事務所 所員 
寺尾 豊光（評価分析） 水産エンジニアリング株式会社 

 
１－４ 調査の日程 

本終了時評価調査は 2014 年 8 月 31 日から 9 月 20 日の間に実施された。現地調査の訪問先に

は Kafue 郡（Lusaka 州）、Lukulu 郡（西部州）、Kasempa 郡及び Solwezi 郡（北西部州）、Luwingu
郡（北部州）、Chinsali 郡（Muchinga 州）が含まれる。現地調査日程の詳細を付属資料３に示す。 
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第２章 プロジェクトの概要 
 
２－１ プロジェクトの背景 

ザンビアでは、農業開発が貧困削減のうえで不可欠である。人口の 60.5％が貧困ライン以下の

生活を送っており、また 77.9％が農村地域に居住している1。しかしながら、構造調整に伴う 2000
年代初頭の普及予算の激減により、政府の農業支援体制が脆弱化した結果、遠隔地の小規模農家

を対象とする農業振興に困難が伴うこととなった。 
このような状況から、ザンビア政府は参加型持続的村落開発（PASViD）の実施を通じて農村部

の貧困緩和を図るための技術協力を日本政府に要請した。その結果、当時の農業・協同組合省と

JICA により、2002 年から 2009 年の間に孤立地域参加型村落開発計画（PaViDIA）が実施された

（PASViD 関連の活動との混同を避け、また PaViDIA の改善されたアプローチを PASViD から区

別するために、新たな案件名が用いられた）。PaViDIA プロジェクトの実施を通じて、MAL では

孤立地域の参加型村落の実用モデルが確立されたものの、その一方で、PaViDIA アプローチを全

国に普及・展開していくうえで、農業普及体制の組織的な弱さが障害となっていることが明らか

となった。その解決のために農業普及制度強化のための技術協力が新たに要請された。 
これを受け、JICA は 2009 年に詳細計画策定調査を実施してザンビア政府関係機関と討議を行

い、2009 年 12 月から 2014 年 12 月の 5 年間を協力期間とする「農村振興能力向上プロジェクト

（RESCAP）」が開始された。 
 

２－２ プロジェクトの概要 

（1）プロジェクトの要約 
1）上位目標 

対象地域における農家の生活の質が向上する。 
 

2）プロジェクト目標 
対象地域において、普及実施体制の改良と普及員の技術・知識の向上を通して、農業・

畜産省が提供する普及サービスが改善される。以上の過程には、普及着手の契機を与える

PaViDIA 手法をその一部とする参加型普及アプローチ（PEA）の適用が含まれる。 
 

3）成 果 
成果 1：北部州及び Muchinga 州の対象郡において、農家のための適切な技術が特定される。 
成果 2：普及員の研修制度が確立する。 
成果 3：プロジェクト対象地域の普及員の実践的な普及サービス能力が強化される。 
成果 4：キャンプ/ブロック、郡、州による活動のモニタリング及び支援能力が強化される。 
成果 5：農業・畜産省の普及サービス管理能力が強化される。 

 
  

                                                        
1 Central Statistical Office. 2012. Living Condition Monitoring Survey Report 2006 & 2010 
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（2）実施機関 
責任機関：農業・畜産省（Ministry of Agriculture and Livestock：MAL） 
実施機関：農業局（Department of Agriculture：DOA） 

 
（3）協力期間 

2009 年 12 月から 2014 年 12 月（5 年間） 
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第３章 プロジェクトの実績と実施プロセス 
 

本調査団は、投入、成果やプロジェクト目標の達成指標など RESCAP の達成状況及び実施プロ

セスを検討した。検討の結果は以下のとおりである。 
 
３－１ 投 入 

３－１－１ 日本側投入 
日本側の主な投入を以下に挙げる。詳細は付属資料２の合同評価報告書添付資料 2 から 4 に

示す。 
 

（1）専門家の派遣 
長期専門家が 6 分野及び短期専門家が 3 分野において派遣された。詳細を次表に示す。 

 
表３－１ 長期専門家 

No. 業務分野 氏 名 派遣期間 

1 
チーフアドバイザー・組織管理 大野 政義 2010 年 6 月 17 日～ 

2014 年 12 月 14 日 

2 
モニタリング・参加型農家活動促進 三好 崇弘 2010 年 1 月 28 日～ 

2014 年 11 月 30 日 

3 
農業普及 佐々木 剛一 2010 年 1 月 1 日～ 

2014 年 10 月 31 日 

4 
適性農業技術 奈良部 辰雄 2010 年 1 月 18 日～ 

2014 年 11 月 30 日 

5 

業務調整・研修管理 長谷川 朋子 2009 年 12 月 15 日～ 
2011 年 12 月 14 日 

浅田 博彦 2011 年 11 月 21 日～ 
2014 年 12 月 14 日 

6 
西部州プロジェクト管理 白石 健治 2010 年 2 月 25 日～ 

2013 年 2 月 24 日 

 
表３－２ 短期専門家 

No. 業務分野 氏 名 派遣期間 

1 
森林資源を用いた営農・養蜂 石塚 武夫 2011 年 1 月 8 日～ 

2011 年 2 月 8 日 

2 
農業普及研修 大野 康雄 2012 年 1 月 10 日～ 

2012 年 2 月 21 日 

3 
キノコ栽培 加藤 通明 2012 年 3 月 1 日～ 

2012 年 3 月 24 日 
  



 

－7－ 

（2）現地業務費 
プロジェクト開始時から終了時までに、JICA が負担することとなる現地業務費（在外事

業強化費）は ZMW（ザンビア・クワチャ）9,631,206.11（約 1 億 6,000 万円）と集計され

る。内訳詳細を付属資料２の合同評価報告書添付資料 2 に示す。 
 

（3）供与機材 
供与された機材は 4 輪駆動車両 3 台、コピー機、スキャナー、コンピュータなどである。

詳細を付属資料２の合同評価報告書添付資料 3 に示す。 
 

（4）本邦研修 
カウンターパート要員 29 名が JICA により実施された本邦研修を受講した。詳細を付属

資料２の合同評価報告書添付資料 4 に示す。 
 

３－１－２ ザンビア側投入 
ザンビア側の投入は以下のとおりである。詳細を付属資料２の合同評価報告書添付資料 5 に

示す。 
    
（1）マスタートレーナーなどのカウンターパートの配置 

プロジェクトを実施し活動を管理するために、MAL 本省、対象州及び対象郡などから

マスタートレーナーなどのカウンターパート要員が配置された。人員の内訳詳細を付属資

料２の合同評価報告書添付資料 5 に示す。 
 

（2）供与施設など 
以下の専門家執務スペース及び役務が MAL から供与された。 

 
表３－３ MAL により供与された施設及び役務 

場 所 施設・役務内容 

本省（Lusaka 市内） 執務スペース 

Lusaka 州 執務スペース 

北部州（Kasama 郡） 執務スペース及びプロジェクト車両の運転手（2013 年 11
月以降） 

西部州（Mongu 郡） 執務スペース（2013 年 2 月まで） 

 
３－２ 成果の達成状況 

各成果の内容を以下に要約する。 
 

成果 1：北部州及び Muchinga 州の対象郡において、農家のための適切な技術が特定される。 

RESCAP でいう「適切技術」は、技術面のみならずコスト面でも小農が対応できる解決策であ

り、地元で入手可能な資源を使うことにより、小農の選択肢を広げ、生産性や効率性を増す技術
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を指している。新作物/新技術の農家への紹介が普及サービスの柱と位置づけられ、普及活動によ

り提供される新作物/新技術コンテンツを特定することが成果 1 のめざすところとなった。 
農業局（DOA）とザンビア農業研究所（Zambia Agriculture Research Institute：ZARI）の連携を

強化することも成果 1 の目的に含まれており、そのなかで農家のニーズや地域の潜在的可能性に

基づいて、普及員が適正技術を自ら特定することを可能とするような仕組みやプロセスを開発す

る試みがなされた。 
 

成果 2：普及員の研修制度が確立する。

1999 年以降は、MAL として体系的な研修を行うための予算も能力もなかった。そのため、成

果 2 ではまず普及員への研修機会の提供のため、対象地域の州・郡レベルでの現任研修を実施し、

それと並行して国レベルの体系的な研修制度の構築が進められた。 
 

成果 3：プロジェクト対象地域の普及員の実践的な普及サービス能力が強化される。 

適性技術の特定と研修による普及員の能力向上とが展示圃の設置などデモの実施を通じて連

結されるのが成果 3 と、RESCAP では考えている。成果 1 の適正技術と成果 2 の研修が上位目標

である農家の生活生計向上に向けて直結することから中核的な成果でもある。 
 

成果 4：各レベルにおける活動のモニタリング及び普及員への支援能力が強化される。

現場（キャンプ/ブロック）から州に至る組織全体としての普及サービスの品質向上のためには、

普及活動の結果を把握し（モニタリング）、さらなる改善につなげる（フィードバックなどの支

援）ための仕組み（Plan Do See）づくりが必要となる。すなわち、モニタリングにとどまらず普

及活動全体の管理を自律的に行えるようにすることが成果 4 とされた。 
 

成果 5：農業・畜産省の普及サービス管理能力が強化される。

現場から郡・州レベルの活動を改善（成果 4）していくだけでは抜本的な問題解決にはつなが

らない。事実、包括的な普及戦略が存在しないことや小規模農家が単に耕作面積ベースで定義さ

れるなど、普及サービス提供の対象や方法が定まっていない状況が当初みられた。そのため、国

レベル（本省）における普及活動全般の方向を定め、管理能力を強化することが成果 5 の目的と

された。 
 

以上の 5 件の成果にみられる達成の状況を以下に要約する。 
 
（1）成果 1 の達成状況 

成果 1 

北部州及び Muchinga 州の対象郡において、農家のための適切な技術が特定される。 
指 標 

対象地域において、10 件を超える適正技術及び適切な作物・品種が確認され、マニュア

ルとして取りまとめられる。 
 
成果 1 は達成された。2014 年 5 月までに、対象州の農業局及び農業試験場の職員により、
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14 種類の作物や適正技術が特定された（表３－４参照）。また、特定された各技術の内容及

び特定に至る技術的プロセスは、以下のマニュアルに取りまとめられた。 
・Pilot Demonstration Implementation Guideline 
・Northern Province Crop Recommendation 
・Appropriate Technology Manuals 
・Progress Report on Pilot Demonstrations from 2010 to 2013 
・Pilot Demo Log Sheet 
適正技術は専門家とカウンターパートの協議により提案された 40 数種類の候補から、パ

イロットデモの結果を基に四つの視点 innovative, effective, feasible and influential で評価して

特定した。また特定のためのプロセスは上掲の「ガイドライン」として整備された。ガイド

ラインに基づき、新しいパイロットデモが郡の農業局の主体的な提案により開始されている。

これらには畜産・灌漑技術が含まれており、今後新たに適正技術として特定されることが見

込まれている。 
 

表３－４ プロジェクト実施中に特定された適正技術 

 適正技術 分 類 

1 ラインマーカーによる条植え（陸稲、シコクビエ） 農機具による生産性の向上 

2 水田除草機の導入 農機具による労力低減 

3 ゴマの新品種と搾油技術導入 新作目・新技術の導入 

4 インゲンマメの新品種導入 新品種（高収量品種）の導入 

5 マメ科植物（サンヘンプ）を利用した在来土壌肥沃農

法の改善 
緑肥植物による生産性の向上 

6 シコクビエの新品種と焼畑農業脱却 新品種（高収量品種）の導入、環

境保全農業（焼畑から常畑） 

7 雨期トマト栽培（JOCV 協働） 新栽培手法の導入 

8 キノコ栽培（JOCV 協働） 新作目の導入 

9 森林資源を利用した養蜂技術（JOCV 協働） 新技術の導入 

10 水力製粉（ガッタリ） 農家の労力低減 

11 自生植物テフロシアの殺虫剤及び家畜用殺ダニ剤と

しての応用 
自生植物の利用による生産性の

向上 

12 ジャガイモの新品種導入（灌漑栽培） 新品種（高収量品種）の導入 

13 カラシナの新品種導入 新品種（高収量品種）の導入 

14 自生植物ティソニアの緑肥利用 自生植物の利用による生産性の

向上 
JOCV：Japan Overseas Cooperation Volunteer（青年海外協力隊） 

 
適正技術のうち、養蜂と稲作関連農機具のパイロットデモについては、国際 NGO の野生

動物保護協会（Wildlife Conservation Society）が支援している非営利企業、Community Markets 
for Conservation（COMACO）と連携し、Chinsali 郡において技術情報の交換や研修への講師
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派遣等を行ってきた。また、雨よけトマト（トマトの雨期栽培）、養蜂、キノコ栽培技術に

ついては、 JOCV 及び「コメを中心とした作物多様化推進プロジェクト」（Food Crop 
Diversification Support Project Focusing on Rice：FoDiS-R）との連携を行っている。国際農業

開発基金（IFAD）支援の小規模農家生産性向上プログラム（Smallholders Productivity Promotion 
Programme：S3P）やフィンランド政府支援の Luapula 州農業農村開発計画フェーズ II（Project 
for Luapula Agriculture and Rural Development II：PLARD II）など、Luapula 州で実施される農

業開発プロジェクトとの技術情報の共有・交換も検討されている。 
 
（2）成果 2 の達成状況 

成果 2 

普及員の研修制度が確立する。 
指 標 

2-1 普及員研修の枠組みが開発される。 
2-2 講師養成研修、新人普及員研修、現職普及員研修のための研修プログラムが農業・畜

産省（農業局）によって計画・実施される。 
2-3 本省及びすべての州から、20 名を超える職員が講師となる。 

 
成果 2 は達成された。普及員研修の体系化については、現任研修だけではなく、導入（新

任）研修や管理職研修まで含む研修体系として整備された（指標 2-1）。対象州での普及員現

任研修及び講師研修の実施を通じて、研修教材のパッケージ及び講師向けガイド（Training 
Resource Guide）が整備された。新人普及員研修は農業・畜産省の強い要望もあり、開発中

のパッケージを活用して全国 10 州で実施された。これにより新任研修用のパッケージも作

成された（指標 2-2）。研修講師の中核となるマスタートレーナーは、全国 10 州より選定さ

れ、延べ 52 名が任命された（指標 2-3）。 
プロジェクト目標達成に向けて果たす成果 2 の貢献の意義は大きい。研修制度は対象州で

の現任研修の実施から得られた経験に基づいて構築されており、普及員とその業務をとりま

く現実の条件が反映されている。また、研修教材作成、講師育成、各種の研修実施など、研

修制度の開発はすべて MAL の職員の手により行われている。 
普及員現任研修は、プロジェクトが 2010 年に実施したニーズアセスメント調査（Needs 

Assessment Survey：NAS）の結果を基に、2011/2012 の農期の前から対象 3 州において開始さ

れた。Lusaka 州で 4 回受講者 80 名、北部州で 14 回受講者 444 名、西部州で 14 回受講者 301
名であった。州ごとに、交通の便、講師の有無、研修所施設などの状況が異なっていたため、

研修はその州の事情に合わせて行われた。 
対象州で普及員研修を実施し、研修実施における課題がある程度明らかになった時点で、

プロジェクトは体系的な研修制度の構築に取りかかった。研修制度の構築に際してはカスケ

ードモデルが採用された。その理由として、現職普及員研修の対象者が多く（本調査実施時

点では全国で 1,800 名）、中央レベルでの集合研修や限られた上級講師複数名が全国・全郡を

巡回研修するのは予算的に実施が難しいことが挙げられた。ただし、カスケード式で効果的

かつ質の高い普及員能力強化を実施するためには、州や郡で十分な数の高い能力をもった講

師を育成することが鍵となるため、講師研修（Training of Trainers：ToT）を充実させること
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及び教材開発（Training Resource Guide）が必要であるとされた。そのため、州や郡の経験の

ある中堅職員を集めた州を越えた活動が提案され、マスタートレーナーを任命することが決

まった。 
マスタートレーナーは 2012 年に本省職員含め 20 名で発足し、2014 年には州レベルにおけ

る研修運営強化のため州平均 3 名となるように追加任命が行われ、本省各局の職員を合わせ

て 45 名体制となった。2012 年から 2013 年にかけては、教材開発及び研修パッケージづくり

のため、マスタートレーナーは州を越えた活動を行ってきた。成果 2 の活動にとどまらず、

成果 4 や 5 の活動においても中心的な役割を担うようになっている。 
講師研修（ToT）は、まず対象州 3 州で 2 回ずつ実施された。1 回目の講師研修は主に講師

の知識の底上げを目的とし、普及員研修の内容を、講師となる職員の理解度の向上を目的に

実施された。2 回目の講師研修は、実践的な講義のプレゼンテーション力に重点を置き、実

習と講義両方を実習形式として行った。講師研修は 2014 年に対象州以外の 7 州でも実施さ

れた。 
新任研修の全国実施は、2009 年のプロジェクトの計画当初では想定されていなかったが、

農業局長からの強い要請もあり、マスタートレーナーが中心的役割を担い全国 10 州 300 名

の新人職員（そのうち農業普及員は 220 名程度）に対して 4 日間の新任研修が行われた。費

用の主たる部分はヨーロッパ連合（EU）が支援する MAL の活動強化プログラム（PEP）に

より負担された。 
以上の活動を通じて、新任研修、管理職研修、技術研修など、研修の種類、研修対象者と

目的及び年次別サイクルなど、MAL 全部局を対象とした普及研修体系の枠組みが構築され

た。 
 
（3）成果 3 の達成状況 

成果 3 

プロジェクト対象地域の普及員の実践的な普及サービス能力が強化される。 
指標 

3-1 対象地域において、研修を受講した普及員のうち、80％を超える普及員の実践能力が

向上する。 
3-2 北部州及び Muchinga 州において、70％を超えるキャンプ/ブロック普及員が、2013/2014

年の農期に最低 5 カ所の展示圃（デモ）を設置する。 
3-3 北部州及び Muchinga 州において、2013/2014 年の農期に、30％を超えるデモにおいて

適正技術が適用される。 
 

以下の指標達成の状況にみるように成果 3 は達成されている。2014 年 8 月時点で、計 13
回の現任研修でチェックテストを実施し、延べ 342 名の受講者のうち、289 名（84.5％）で

研修内容の理解度向上が確認された。20～100 問の理解度チェックテストが研修の初日と最

終日に同じ問題で実施され、研修による理解の向上が確認された。向上率は前後で点数が改

善された受講者数の全受講者数に占める割合により計算された（指標 3-1）。 
2013/2014 年の農期（2013 年 10 月から 2014 年 3 月ごろに至る雨期）に、対象郡で 400 を

超えるデモ（展示圃）が設置された。北部州では、1 人の普及員が最低 5 カ所（5 種類）の

デモを設置することが指導され、72％の普及員が 5 カ所以上のデモを設置した。そのうち 9
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つの Camp では 10 カ所以上のデモを設置しており、最も多かった Camp は Chinsali 郡の FTC 
Camp で、18 カ所のデモを設置している（指標 3-2）。 

2013/2014 年の農期では、次表に示されるように、デモ総数に占める適正技術の割合は、

平均して 5 割を超えている（指標 3-3）。 
 

表３－５ 適正技術デモの設置割合 

郡（Camp 数） デモ総数 適正技術デモ数 割合（％） 
Chinsali（17） 131 77 58.8 
Siwangandu（9）  26 18 69.2 
Kaputa（4）  39 23 59.0 
Nsama（6）  50 23 46.0 
Luwingu（13）  93 51 54.8 

出所：RESCAP、2014 年 9 月 

 
RESCAP による投入資材の支援を受けていない北部州対象郡以外の地域においても、デモ

の実施が広がっている。北部州では一連のサイクルを実施するためデモの投入資材の支援も

行ってきたが、それらの投入を行わなかった Lusaka 州及び西部州では、独自の投入資材を確

保しデモを実施した。 
 
（4）成果 4 の達成状況 

成果 4 

キャンプ/ブロック、郡、州による活動のモニタリング及び支援能力が強化される。 
指 標 

4-1 対象地域の州、郡レベルにおいて、規格化された様式による報告書の提出を行うキャ

ンプ/ブロック普及員の割合が 90％を超える。 
4-2 対象地域のキャンプ/ブロック普及員が郡の職員から報告に対するフィードバックを

受ける。 
4-3 実施中のマイクロ・プロジェクトのモニタリングが、郡のモニタリング活動のなかに

組み込まれ適切に報告される。 
 

成果 4 はおおむね達成された。対象郡の普及員による 2009 年の報告書提出率は約 20％で

あった。2014 年 8 月の報告書の提出率は 81％までの増加をみた。終了時評価の時点では指

標の 90％を満たしていないものの、プロジェクト終了までには達成可能と考えられる（指標

4-1）。本件で特筆すべきことは、それまで関係者間でばらばらであったフィードバックの概

念が統一され、報告書提出チェックリストのなかに視覚化されたことである。その結果とし

て、本プロジェクトにより実施されたインパクト調査2（第 3.1 版）によれば、78％の普及員

が定期的にフィードバックを受けるようになった（指標 4-2）。 
PaViDIA アプローチにより実施されているマイクロ・プロジェクトのモニタリングは、既

にガイドラインのなかで指示が出され報告書書式にも反映されている。したがい普及員の報

                                                        
2 ‘Impact Assessment Survey of RESCAP’、2014年3月から6月にかけて対象3州で実施。調査結果は2014年9月時点で第3.1版に取

りまとめられている。 
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告書の提出率が高レベルに維持されることにより、マイクロ・プロジェクトのモニタリング

も達成できる（指標 4-3）。 
以下の各事項にみるように、郡レベルのモニタリング体制は従前と比べ大いに強化されて

いる。報告書提出率も従前の低率から大幅に改善された。PDM に示される活動をそのまま行

うのではなく、その掘り起こしが丹念になされている。モニタリング体制強化への RESCAP
の貢献は大きいといえる。以上から成果 4 はおおむね達成されたと判断した。 

 
1）普及マネジメントサイクルの提案 

本プロジェクト実施以前の段階では、普及サービスのモニタリングは体系的に実施さ

れていなかった。そのため本プロジェクトにより普及マネジメントサイクルが提案され

た。提案の内容は、毎年 6 月から 8 月に、郡、州、全国レベルで開催される農業展示会

（Agriculture Show）を起点とした農業カレンダーに沿って、普及事業の年間計画を

Plan-Do-See サイクルで考えるものであった。 
 

2）マネジメントツールの開発と適用 
普及マネジメントの実践のために、各種マネジメントツールが北部州の対象郡をモデ

ルとして開発された。上記の普及マネジメントサイクルとこれらツールは、「Extension 
Management Guide」としてマニュアルに整理された。その後、第 6 回マスタートレーナ

ーワークショップで全国に導入すべきツールがマスタートレーナーにより選択され、

2014 年の全国郡上級農業官（SAO）研修を通じて全州全郡へ展開された。その後広く採

用されたツールには、普及員手帳（ADEOs）、報告書提出チェックリスト及び報告書ファ

イリング、郡/ブロックミーティングの実施などが含まれた。 
 

3）フィードバック方法の確立 
普及員が提出する報告書に対して SAO が行うフィードバックの方法が検討され実施に

移された。例えば、フィードバックのための連絡手段として、電話、SMS（ショートメ

ッセージ）、レター、郡ミーティング、キャンプ訪問の 5 つが特定され共通認識が醸成さ

れた。フィードバック実施の有無に係る項目はレポート提出のチェックリストに含めら

れ、報告書を受け取ったあとに行うべきことが明確にされた。 
 

4）レポート様式の統一 
普及員の報告書様式が統一された。北部州対象郡において実施された試行のあと、そ

の様式を基に農業局としての統一様式が作成され、また普及員手帳に掲載されて全普及

員に周知された。マイクロ・プロジェクトの報告と一般普及の報告との統合が図られ、

PaViDIA 実施郡の四半期報告書にマイクロ・プロジェクトの実施状況を記述することが

郡職員に推奨された。 
 

5）SAO 研修と郡普及戦略 
普及活動の予算不足もさることながら、郡レベルで普及事業を管理する SAO の管理能

力と実践的知見に不十分なところがあり、郡における普及管理が効果的にできていない
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状況があった。これを改善するために、2013 年 11 月から 2014 年 5 月にかけて、全国 103
郡を対象に、郡管理職研修（SAO 研修）が 5 日間にわたり州ごとに実施された。研修目

的は、①業務内容と役割の再確認、②郡レベルでの管理職マネジャーとして必要な知識

（国家政策、農業政策、普及行政の枠組み、普及員・施設・機材管理等）の習得、③郡

普及戦略の作成方法の 3 つであった。以上の SAO 研修は EU 支援の PEP 及び IFAD 支援

の S3P から財務支援を受けて実施された。 
 
（5）成果 5 の達成状況 

成果 5 

農業・畜産省の普及サービス管理能力が強化される。 

指 標 

5-1 国家普及戦略が策定され、承認される。 
5-2 普及サービス調和化の体制が確立される。 
5-3 対象地域（州・郡）及び農業・畜産省本省（農業局）において、80％を超える職員が、

同省の普及活動に係る管理能力は改善されたと感じている。 

 
成果 5 では、農業局コミュニケーションの促進、官民連携及び NGO 連携の推進、Farmer 

Register 支援、既存資源の棚卸しなどを通じて、MAL の普及サービス管理能力の改善が図ら

れた。以上の活動は、ほぼ完了しており、プロジェクト終了までには達成される見込みであ

る。中間レビューで開始の遅れが指摘されていた国家普及戦略の策定についても、日本で技

術研修を受けた MAL のカウンターパートが主導となって策定を推進している。既に第 1 次ド

ラフトが完成しており、関係者との意見交換会の実施に時間を要するが、遅くとも 2015 年に

は正式に採択される見通しである。 
 

1）普及戦略策定 
関係者との協議により、水産や畜産を含めた MAL 全体の普及活動を網羅した「国家普

及戦略」の策定支援を行うことになった。国家普及戦略は、MAL 次官の指示で各局局長

が任命したシニアスタッフがメンバーで構成される策定委員会により策定される。委員

会はこれまでに 3 回開催され、国家普及戦略のドラフト第 1 版が作成された。今後、民

間会社、NGO 等の関係者との意見交換会を経て、最終版が完成・採択される。 
 

2）農業局コミュニケーションの促進 
農業局の部内コミュニケーションの促進のためさまざまな措置が講じられた。例えば、

普及担当部署（Advisory Service Branch）の定期会議開催と農業局年次会合開催、州から

本省への四半期、年次報告書の提出率の改善、メーリングリスト作成支援、ファイル共

有システムの活用、本プロジェクト及び MAL ウェブサイトの活用などである。 
 

3）官民連携及び NGO 連携の推進 
普及サービス提供のための官民連携及び NGO との連携の促進に向けて、普及サービス

調和委員会の開催支援、「小規模農家のための普及サービス提供に係る一般ガイドライン
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（2013 年 3 月）」の作成、同ガイドラインのパイロット実施支援、PEP との連携による普

及サービス調和フォーラムの開催支援、普及員手帳（ADEOs）印刷のための民間企業協

賛の取り付け等が講じられた。 
 
３－３ プロジェクト目標の達成状況 

プロジェクト目標 

対象地域において、普及実施体制の改良と普及員の技術・知識の向上を通して、農業・畜産

省が提供する普及サービスが改善される。以上の過程には、普及着手の契機を与える PaViDIA
手法をその一部とする参加型普及アプローチ（PEA）の適用が含まれる。 
指 標 

1．350 を超える村落が、PEA-PaViDIA アプローチによりマイクロ・プロジェクトを実施して

いる。 
2．対象地域の農民の 80％が、普及サービスの改善を認識している。 

 
以下の 2 つの指標の状況にみられるように、プロジェクト目標は達成されている。 
① 目標の 350 村に対し、RESCAP 開始以来現在までに PEA-PaViDIA アプローチによるマイ

クロ・プロジェクトは 5 州 14 郡の 354 村で実施された（指標 1）。 
② インパクト調査の結果（第 3.1 版）によれば、対象 3 州 1,000 戸のうち 79.5％の農家が普

及サービスは改善されたと認知している（指標 2）。 
 
本プロジェクトでは、活動の意味や背景を十分に確認し、設計当初よりも活動の内容を深める

努力が行われた。研修（成果 2）とモニタリング体制（成果 4）に係る活動は、対象州や関与す

る MAL の部局の拡大を伴った。これは、活動内容が MAL の組織現状に沿うように繰り返し検討

された結果、そのような拡大に至ったものである。例えば、全国 300 名余（農業普及員 220 名を

含む）の MAL 新任職員に対する研修は、マスタートレーナー主導で研修内容が決められ実施さ

れたこと、1999 年以来長期間中止されていた全省新任研修を復活できたこと等において、大きな

意義をもつ。このように、2 つの指標が要求する以上に、MAL の農村普及の体制や内容は改善さ

れたといえる。 
本プロジェクト（RESCAP）の活動は通常の普及サービスの強化であった。加えて、PaViDIA

アプローチの実施に対しても、RESCAP は以下の観点で助力になっている。 
・デモの実施：新しい村において行うデモ（展示圃など）は村へのアクセスを与える。PaViDIA

と密接な連携によりデモが行われた。 
・報告書チェックリストの導入：通常の普及サービスに加えて、PaViDIA アプローチのマイク

ロ・プロジェクトのモニタリングとフィードバックも同様に改善される。 
・普及員能力向上：PaViDIA アプローチの促進やその実施段階での技術指導が可能となり、マ

イクロ・プロジェクトの有効性が増加する。 
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３－４ 上位目標の達成状況 

上位目標 

対象地域における農家の生活の質が向上する。 
指 標 

対象州において実施される世帯特性と営農に係る調査により聴取された 1,000 人の農家のう

ち、少なくとも 70％に社会経済的条件の改善がみられる。 
現時点では、対象地域の農家の社会・経済状況の好転や生活の質の向上を確証できる情報は得

られていない。しかし、普及サービスの改善が本調査やインパクト調査等で確認されていること、

また本プロジェクトによってMALの体制強化やそれに必要なMAL側関係者の意識改善がなされ

ていることから、上位目標は達成可能と判断される。 
なお、本プロジェクトが実施したインパクト調査（第 3.1 版）によれば、対象郡では、平均的

農家の生計は農業所得だけに依拠しておらず、小売り販売、臨時雇い給与など、その生計源は多

様である。普及サービスの実施が農家の生計向上にどうつながるか、インパクト調査によれば、

その因果関係は単純ではない。MAL 職員のなかには、普及サービスの実施が農家の生計向上に

直結するものととらえている者が多いが（付属資料４参照）、上位目標の達成状況を確認する際

には、インパクト調査の結果にかんがみて、慎重な分析・検討を行うことが求められる。 
 
３－５ 実施プロセス 

（1）本プロジェクトでは、単に計画どおりに活動を実施するのではなく、包括的な視点から活

動の目的や意義を認識し、臨機応変に調整や改善が行われた。その結果、活動はより現状及

び対象者のニーズに即したものとなり、当初の見込み以上の成果を達成している。特に、研

修及びモニタリング体制の改善に係る活動については、対象となる州や部局が R/D で設定さ

れたマスタープランの範囲を大きく超える結果となった。また、これらの活動内容の検討が

もっぱらマスタートレーナー主導で実施されたことは、本終了時評価の 5 項目評価にも重要

な意味を与えている。 
 
（2）RESCAP は、当初対象とされていた PaViDIA アプローチだけに特化せず、それ以外の普及

アプローチ（例えばデモ）も対象に含めて組織強化を図ったが、これはプロジェクト目標の

達成につながる妥当な判断であった。 
また、RESCAP は PaViDIA アプローチを「エントリーポイント」と位置づけ、主眼は MAL

の能力強化に置いていたが、その結果として RESCAP によるデモの実施、モニタリング強化、

普及員能力向上等の成果は PaViDIA アプローチの普及にも大きく貢献することとなった。 
 
（3）Department of Agriculture（これとは別に Department of Livestock Development がある）が実

施機関であったためか、成果 1 にいう北部州の適正技術には、殺ダニ剤として用いるテフロ

シア（Tephrosia）の栽培を除き、畜産分野の技術は含まれなかった。一方、PaViDIA アプロ

ーチのマイクロ・プロジェクトには畜産が多数含まれている。その後、全国展開をめざした

現職普及員研修用のパッケージには畜産・水産の普及技術も含まれるに至ったが、デモに養

鶏など畜産を含める場合は、畜産普及員をリソース要員として使えるかが依然として大きな

課題となっている。 
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（4）成果 5 では、MAL 本省の普及体制管理能力の改善が図られた。成果 5 の達成ためにどの

ような活動が必要なのか、PDM では明示されていなかったが、これは、当初 MAL 本省のニ

ーズが判然としなかったためと考えられる。その後プロジェクトの活動を通して、MAL 本

省が有効な管理を行うには、現下の状況や問題所在の認識、実施計画の策定、普及員の動員

に必要なリソースの確保、さらにそれらのモニタリング・評価の実施、といった分野の能力

強化が必要であることが明らかになった。これらの要件定義について、2009 年のプロジェク

ト設計の際には検討が不十分であったことが、国家普及戦略の策定の遅延などをもたらす一

因になったとも考えられる。 
 
３－６ 中間レビュー調査時の提言への対応 

中間レビュー調査でなされた提言に対して後半期間で実施された対応については、付属資料２

の合同評価報告書添付資料 6 を参照のこと。 
 



 

－18－ 

第４章 評価 5 項目による分析 
 
４－１ 妥当性：高い 

（1）国家政策 
プロジェクトはザンビア国の政策と合致しており、同政府のニーズに沿うものである。改

定版第 6 次国家開発計画（R-SNDP 2013-2016）は、農業セクターの目標として、貧困層は農

村部の小規模農家に集中している事実を踏まえ、リサーチ、普及サービスの拡大と分権化を

通じた農業生産性の向上を強調している。 
 
（2）受益者ニーズ 

本プロジェクトは長期的に、小規模農家の生活の質を向上させることをめざしている。こ

れは貧困削減に係る国家政策の目的に合致しており、最終受益者である小規模農家のニーズ

にも合致している。 
 
（3）日本の ODA 政策 

本プロジェクトは、農村開発に焦点を当てた貧困削減を目的としており、ザンビアに対す

る日本の国別援助計画と合致している。 
 
４－２ 有効性：高い 

適正技術の特定、研修事業やモニタリング体制の構築、展示圃場の開設など、成果のほとんど

が MAL の普及体制の強化（プロジェクト目標）に貢献している。成果を構成する活動の意味が

よく検討され、活動の内容は実際のニーズに合わせたものとなっている。研修やモニタリングで

は対象州が拡大され、また ADEOs 等の管理ツールが導入されたことにより、ニーズ合致の試み

が結実するものとなった。現実に沿った活動内容がプロジェクト目標達成の程度を高めている。 
例えば新任研修（全国研修は当初計画には含まれていなかった）の実施意義をみると、全国 300

名余（農業普及員 220 名を含む）の MAL 新任職員に対する研修は、1999 年以来長期間中止され

ていた全省新任研修を復活できたこともさることながら、新たに開発・構築された研修パッケー

ジや講師陣により、全 10 州を対象とした研修が可能な体制となったこと、すなわち MAL には従

前なかった普及体制の一角が構築されたことに意味がある。以上は RESCAP の有効性を高めた大

きな要因である。同様に普及員手帳（ADEOs）等の管理ツールの導入にも意義が見いだせる。 
 
４－３ 効率性：高い 

当初 6 名体制であった長期専門家の投入は 4 年目以降から 5 名体制となった。西部州に配置さ

れた専門家ポスト（PaViDIA 実施支援）が PaViDIA の実施改善により不要となったことによる。

機材供与、本邦研修等の投入は予定どおり行われた。 
適正技術の特定、研修事業やモニタリング体制の構築、展示圃場の開設、MAL 管理能力の向

上など、すべての成果において、活動範囲の拡大が計画され実施された。これらはマスタートレ

ーナーの主導により行われた。一方、これらの活動拡大に対し日本側の投入は増えていない。こ

のようなことが可能となったのは、専門家とザンビア側カウンターパート職員との意思疎通が深

かったためと考える。 
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新任研修は EU 支援の PEP との連携により行われ大幅なコスト低減が可能となった。全国 103
郡の SAO 研修も PEP と IFAD 支援の S3P による財務支援を受けた。また、北部州におけるデモ

の実施に際しては、日本の技術協力である FoDiS-R（稲作）、T-COBSI（Technical Corporation for 
Community Based Smallholder Irrigation：小規模灌漑）及び JOCV とのサイト共有などの連携が行

われコスト低減と情報交換に資された。 
 
４－４ インパクト：高いと見込まれる 

上位目標である対象郡の農家の生計向上が実現すれば大きなインパクトを与えることになる

が、上位目標の発現には普及以外にもさまざまな要因が影響するので、現段階では発現の程度を

数値で予測することは難しい。 
成果 3 でカバーされていない対象州以外のデモ実施、また、普及員現任研修の全国展開、MAL

協同組合局による PaViDIA 実施郡への出荷支援、北部州における、Q-GIS、MS オフィス、アク

セスなどのコンピュータ・ソフト・アプリケーション（ICT）研修などは、今後実施が継続し、

あるいは実施段階に入れば、本プロジェクトが与えたその他のインパクトとなる。 
 
４－５ 持続性：高いと見込まれる 

（1）政策面 
改定版第 6 次国家開発計画（2013-2016）では、農業セクターの目標として、リサーチ、普

及サービスの拡大と分権化を通じた農業生産性の向上を強調している。この政策は将来も継

続すると考えられる。 
 
（2）組織面 

適正技術の特定、研修事業やモニタリング体制の構築、展示圃場の開設などの主要活動は、

マスタートレーナーの主導により計画され実施されたところが多い。全省・全州をカバーす

るマスタートレーナー体制が構築されたことは、これらの活動を継続するうえで良い組織的

条件となっている。MAL 本省については、関係部局を通して普及管理体制のさらなる強化

が必要である。 
 
（3）財務面 

普及予算が制限されている現状のなかで本プロジェクトは実施された。普及員の動員体制

などを制限する予算不足は多年にわたり課題を与えている。この状況のなかで本プロジェク

トでは、活動資金の一部を EU や IFAD などの協力パートナーや民間セクター等から得てい

る。例えば、RESCAP による普及員の初任研修は、EU による PEP の財務支援を得て実施さ

れた。プロジェクト終了後も、当面のところは他ドナーの支援がつくことで活動の展開・持

続の見込みは高い。他方、長期的には、ザンビア側による十分な予算手当てが課題となる。 
 
（4）技術面 

研修計画の作成、教材開発、適正技術特定サイクルの開発等は、マスタートレーナーや中

堅職員が中心となって行われた。これらのタスクの実施に経験を積む職員が多いことから、

技術面の持続性は高い。  
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４－６ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
特になし。 

 
（2）実施プロセスに関すること 

適正技術の特定、研修事業やモニタリング体制の構築、展示圃場の開設、MAL の管理能

力の向上など、マスタートレーナーの主導により行われた。これにより活動内容への現状反

映が深められ活動の持続性が高くなった。 
 
４－７ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 
成果 5 では、活動の要件定義に係る検討が不十分であった。MAL 本省の普及体制管理能

力を改善するために、どのようなプロジェクト活動が必要であるか、PDM では明確な情報が

与えられていなかった。このため成果 5 の達成程度は他よりも低くなった。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

現職普及員研修用パッケージには畜産・水産の普及技術も含まれているが、畜産・水産分

野の普及員は依然として少ない。これは、デモやマイクロ・プロジェクトに養鶏や魚類養殖

などを含める場合の制限要因となり得る。 
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第５章 RESCAPが行ったMALのキャパシティ・ディベロップメントに
関する考察 

 
５－１ プロジェクトの協力コンセプトとめざしたモデル 

RESCAPは「キャパシティ・ディベロップメント」のコンセプトに基づき、「Capacity, Performance, 
Impact（CPI）モデル」による「対象地域の農家の生活の質の向上」をめざしたプロジェクトであ

る。 
RESCAPのPDMは、2000年代よりJICA及び国連開発計画（UNDP）、EU等の開発パートナーが

提唱してきた「キャパシティ・ディベロップメント（以下、「CD」）」のコンセプトと、これが包

含する「CPIモデル」に基づいて、実施中も7回に及ぶ改善がなされてきた。ここで定義される「キ

ャパシティ」とは、協力対象国の特定の開発課題の解決に必要とされる「テクニカル・キャパシ

ティ（課題解決に必要な知識・技術）」「コア・キャパシティ（課題に取り組む責任感、リーダー

シップ等の意識に基づくマネジメント能力）」「環境基盤（2つのキャパシティ向上を促進するシ

ステム）」の3つの要素から成り立つものであり、CDはこれら3要素の強化を示す。また、CPIモ
デルとは、開発課題の解決（この場合、PDM上の上位目標である「農村人口の生活の質の向上」）

を「インパクト（I）」、そのための協力相手国を主体とする活動の改善やその結果としての目に見

える成果（この場合、MALの普及サービスの向上）を「パフォーマンス（P）」、そしてパフォー

マンスを生み出すための協力相手国自身の課題解決能力（上記で定義した3つの要素）を「キャ

パシティ（C）」ととらえ、「能力向上（C）→パフォーマンスの向上（P）→開発課題の解決（I）」
に至るシナリオを指す。 

このCPIモデルの観点からRESCAPのPDM（最新版ver.7）は図５－１のように解釈される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
出所：プロジェクト作成の図を評価団が一部修正 

 
図５－１ RESCAPのPDMにおけるCPIのシナリオ（上）とPDM（下） 
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開始当初、プロジェクトは「普及のコンテンツ（成果1：適正技術）」「普及員によるコンテン

ツ習得と利用（成果2：普及員研修、成果3：デモ実施）」によって普及員のキャパシティ（C）を

強化し、「普及員活動をモニタリングする環境基盤（成果4）」が構築されれば普及サービス〔パ

フォーマンス（P）〕は向上していくというシナリオを想定していた。しかし、実施が進むにつれ、

普及サービスの面的な展開をめざすにあたっては個々の普及員の活動計画・実施の指針となるべ

きMALの普及戦略と計画（中央、州、郡）の策定が前提条件となることが分かった。そこで新た

に成果5の指標に国家戦略の策定を加え、インパクト（I）（この場合、マイクロ・プロジェクト実

施を含む普及サービスの向上による「対象地域の農家の生活の質の向上」）の発現のためのCD環

境基盤の補強を行った。 
こうした包括的かつ柔軟なプロジェクトの協力により、プロジェクト目標の指標（マイクロ・

プロジェクトの実施件数、普及サービスの向上）は達成された。プロジェクト実施のインパクト

調査結果（対象地域1,000世帯の農家へのインタビュー）によれば、79.5％の農家が普及サービス

の向上を実感している。これはRESCAPのCDによるMALのパフォーマンス（P）向上を十分に裏

付けている。 
次にインパクト（I）に言及する。インパクトの発現状況は、普及員及び郡スタッフを主体とし

たマイクロ・プロジェクトの実施件数の目標値達成（対象地域において350件以上）からみてと

れる。それはマイクロ・プロジェクトの実施がプロジェクト目標の指標としてだけではなく、上

位目標達成の指標ともなり得るものだからである。その理由は次のとおりである。 
RESCAPの実施以前にMAL（当時、農業・協同組合省：MACO）とJICAはPASViD、PaViDIAフ

ェーズⅠ、フェーズⅡプロジェクトを実施、その結果、普及員を中心とするMALの積極的関与に

よる参加型の農村開発アプローチPaViDIAを開発した。これはザンビア政府の標榜する普及手法

Participatory Extension Approach（PEA）を具現化する手段としての位置づけを得、全国展開に必

要な資金も外部から獲得した。しかし、当時PaViDIAアプローチによるマイクロ・プロジェクト

の実施は日本人専門家の直接的介入なしに行うことができなかった。つまり、MALの普及サービ

ス実施能力の不足がPaViDIAプロジェクトの実施を通じ明らかになったのである。これによって

後継プロジェクトのRESCAPでは普及サービスにおけるMALのキャパシティ強化が協力の主眼

となった。したがって、RESCAPにおける「MALを主体としたマイクロ・プロジェクトの実施」

は、プロジェクトそのものの直接的なアウトプットというよりは、むしろMALのキャパシティ強

化、そして普及サービス向上によって発現したアウトカムと解釈できる。 
言い換えれば、MAL自身によるマイクロ・プロジェクト実施はCPIモデルにおけるインパクト

（I）として、プロジェクトの上位目標「対象地域の農家の生活の質の向上」に直結することは明

らかであり、上位目標の達成を十分示唆している。このように、協力終了間際の時点までに、キ

ャパシティ（C）強化、パフォーマンス（P）向上、そしてインパクト（I）の一部発現が確認さ

れたことにより、RESCAPがめざしたCPIモデルのシナリオと、その5年間の取り組みは妥当であ

ったと考えられる。 
 
５－２ キャパシティ・ディベロップメントのための活動サイクル中の仕掛け 

前項におけるCPIモデルの説明のとおり、RESCAPはMALの普及員を農村人口の生活の質の向

上のためのコア・アクターとして能力強化の主たるターゲットに据え、そのCD、またこれに必要

な環境条件の整備を行った。CDのプロセスにおいて、プロジェクトは普及員の年間のルーティン
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に“Plan-Do-See”、 すなわち「計画－実施－モニタリング－評価」のサイクルを生み出すことで、

テクニカル・キャパシティ（専門的な知識・技能）とコア・キャパシティ（仕事に対する意欲か

ら発揮されるマネジメント能力）の改善を行った。 
そのサイクルとは、 

    
① 計 画 

a）上司（郡レベル配属のSenior Agricultural Officer：SAO）との協議による郡の年間普及戦略・

デモカレンダーの作成 
b）郡の普及戦略に基づく普及員自身の担当キャンプの普及活動（デモ）計画の作成（普及

員手帳ADEOsを利用） 
 

② 実 施 
c）活動実施に必要な技術研修の受講（現任研修） 
d）担当キャンプにおける普及（デモ）の実施 

 
③ モニタリング 

e）担当キャンプへの巡回と経過の記録（普及員手帳ADEOsを利用） 
f）郡への月例報告（普及員手帳ADEOsを利用）と上司からのフィードバック 

 
④ 評 価 

g）担当キャンプ住民にデモ成果を見せ、農家からその有効性等に関するフィードバックを

得るフィールドデー実施 
h）デモ成果（産品）を評価する地域～全国レベルの農業祭への出品 

 
である。 
この結果、先に述べたとおり対象3州1,000世帯のうち、79.5％の農家が「普及サービスが改善

された」と認識している。この背景には、プロジェクトがサイクルのなかに組み込んだ普及員の

テクニカル・キャパシティとコア・キャパシティ向上の「仕掛け」が作用しているものと考えら

れる。 
上記の業務の多くは普及員にとって新規に付加された業務である。したがって、開始当初は上

司であるSAOから「やらされている」という感覚を否定することはできない。しかし、このサイ

クルに従って業務を続けていくうちに普及員の仕事に対する意識はより自発的なものへと変化

すると考えられる。これはJICA農業・農村開発分野の技術協力の特長として近年検証が進められ

ている発達心理学の「自己決定理論」（Deci & Ryan, 1985）を応用したCDの理論により説明する

ことができよう。この理論では、現実には「興味」や「楽しさ」を感じられなくても取り組むこ

とが必要な課題（この場合、普及員の仕事）について、「自分の意志で決めて行動している」と

認識し、かつ「自分の取り組む課題が重要である」と認識することによって課題（仕事）に対処

する意欲を向上させるための心理的な仕掛けが最も重要とされている。 
その仕掛けとは、次の3つの基本的欲求の充足である。 
① 自律性欲求：「やらされている」のではなく、「自分が決めてやっている」感覚 
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② コンピテンス欲求：「課題を上手にこなせている・上達している」感覚 
③ 関係性欲求：「課題を課した人物と心理的につながっている」感覚 

 
これら3つの欲求の充足の観点からRESCAPによる普及員の各活動の背景にある「仕掛け」を考

察すると、 
・「計画」段階においては、上司と普及戦略を議論し、決定、その後に自分の担当キャンプの

普及計画を自ら作成することで「自律性欲求」が充足される。 
・「実施」段階においては、自分の立てた計画に基づき自分に足りない知識・技能を現任研修

によって習得し、習得した技術を担当キャンプの農家にデモを通じて披露することによって

「コンピテンス欲求」が充足される。 
・「モニタリング」段階においては、巡回により農家と共にデモの現状の観察・意見交換・指

導をすることや、活動の進捗を上司（SAO）に報告しフィードバックを得ることで「関係性

欲求」が充足される。 
・「評価」段階においては、自分が決めて行ったデモの成果を担当する農家、上司、そしてそ

の他の人々に評価されることにより「自律性欲求」「コンピテンス欲求」「関係性欲求」のい

ずれかに作用し、「次はもっとよくやろう」という意識を生み出す。 
    
段階的に、そしてサイクルとして繰り返されるこれらの欲求の充足によって、普及員は外発的

に仕事を「やらされている」意識から、自発的に「仕事に取り組む」意識に徐々に変容していく

という仮説が導き出せる。すなわち、普及員の活動サイクルにおけるRESCAPの仕掛けが普及サ

ービスの質の向上（テクニカル・キャパシティ強化と、これによるパフォーマンス向上）と、そ

れを持続的に改善しようとする意識変容（コア・キャパシティ強化）に作用していると考えられ

る。 
こうしたRESCAPの経験と教訓は農村開発分野をはじめとする技術協力におけるキャパシテ

ィ・ディベロップメントのモデルケースとして共有、多角的側面からの検証が行われるべき価値

を大いに有している。これによって技術協力の質の向上が促進されるものと考える。 
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第６章 結 論 
 
本プロジェクトでは、活動の意味や背景を問い、活動の内容を繰り返し検討することで、プロ

ジェクトの内容を深める努力が行われた。特に研修とモニタリング体制に係る活動が対象州や関

与する部局の拡大を伴ったことは、活動内容が実情に沿うようにプロジェクトの内容がよく検討

され調整された結果である。MAL の普及体制を改善するうえで RESCAP が果たした役割は大き

く、プロジェクトはその目的を達成したと評価できる。以上から、本調査団は、予定どおり 2014
年 12 月にプロジェクトを終了することが適切と判断する。 
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第７章 提 言 
 

（1）国家普及戦略の策定 
国家普及戦略は普及の方向性を決める最も重要な政策であるが、現在はまだドラフトの段

階である。MAL は早急に最終化を行い関係機関の承認を得るべきである。 
 
（2）予算確保 

これまで、RESCAP の活動資金の一部は他の開発援助機関等から得ていたが、本来の持続

性を確保するには、政府独自の予算を段階的に増やすべきである。しかし、政府の財政は急

には好転しないとみられるため、当面の間は他の援助機関等の支援を受けざるを得ないと考

えられるが、中央レベルにおいては、これまでのように資金確保のモービライゼーションを

日本人専門家に依存するのではなく、少なくとも MAL が独自に対応すべきである。 
政府独自予算の確保の具体的な案としては、予算総額の増額が困難な状況下、省予算の 50％

以上を使っている補助金制度（Farmer Input Support Programme 及び Food Reserve Agency）を

合理化し、その予算の一部を普及予算に充当することを検討すべきである。また現場レベル

では受益者負担も予算節減の方法として考えられ、例えば普及活動のコストの一部（食事な

ど）を農家負担で賄うことを制度整備とともに検討すべきである。 
 
（3）関係部局間の連携 

本省、州、郡レベルにおいて、農業局、水産局、畜産局、ザンビア農業研究所等の連携を

密にし、農作物のみならず、畜産・水産物の生産を含めた包括的な普及システムの実施体制

の確立をめざすべきである。 
 
（4）普及員手帳（ADEOs）の継続 

ADEOs は普及員の重要なツールとなっており、ADEOs なしでは効果的な普及活動に困難を

来すと考えられるため、2015 年版以降の印刷・配布を確実に行うべきである。 
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第８章 教 訓 
 

プロジェクトは上位目標である「農村人口の生活の質の向上」の達成に至る道筋を常に念頭に

置き、複数レベルにおける個人・組織・制度の総体としての MAL のキャパシティ・ディベロッ

プメントを行ってきた。 
とりわけ、普及員を農村人口の生活の質の向上のためのコア・アクターとして能力強化の主た

るターゲットとし、そのキャパシティ・ディベロップメント、またこれに必要な環境基盤の整備

を包括的に行った。 
このプロセスにおいて、プロジェクトは普及員の年間のルーティンに Plan-Do-See（もしくは、

計画－実施－モニタリング－評価）のサイクルを導入することで、専門的な知識・技能を向上さ

せる仕組みをつくった。 
これとともに、普及員の仕事に対する意識変容を促す心理的な仕掛け（「自分が決めて、やっ

ている」感覚、「自分が成長、上達している」感覚、「上司や農家から自分が評価され、信頼を得

ている」感覚が充足されることにより自律的動機づけがなされる。詳細は５－２節を参照）をル

ーティンの随所に盛り込んでいた。このような仕組みや仕掛けにより、普及員が自発的に普及に

取り組み、パフォーマンスを改善し、持続的に農村人口の生活の質の向上に貢献していく状況が

発現しつつある。 
一方で、個々の普及員の活動計画・実施の指針となるべき国家普及戦略はプロジェクト終了間

際においても今なおドラフトの段階である。MAL が普及サービスの向上に組織的にコミットし、

RESCAP の取り組みを自発的に継続する前提条件を整えるという観点では、MAL は国家普及戦

略の策定を早期に完了すべきであった。そのためには、MAL 本省が抱える課題を早い段階で特

定・分析し、対応を検討しておくことが有益であったと考えられる〔３－５ 実施プロセス（4）
参照〕。 

RESCAP の経験は、農村開発分野におけるキャパシティ・ディベロップメントのモデルケース

として共有し、多くの側面から検証が行われるべき価値を大いに有しているといえよう。 
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第９章 団長所感 
 
（1）RESCAP の意義 

本プロジェクトは長く続いた PaViDIA の後継案件として、農業・畜産省（主に農業局）の

普及に関する能力強化を目的に実施されてきた。これまでのザンビア・日本双方の努力によ

り大きな成果を収めている。 
関係者との協議や対象州における現地調査を通じてまず感じたことは、本省及び州・郡の

幹部をはじめ現場の普及員に至るまで、彼らの仕事に対する姿勢が以前より前向きになって

きたことである。インタビューでも、ほぼ全員が仕事に対する心構え（マインドセット）が

変わり、モチベーションが上がったと答えている。農家も普及員の指導により各種技術を習

得し自信をもって営農ができるようになり、普及員に対しても信頼感をもっていることが認

められた。改良農具、キノコ栽培、養蜂などの適正技術や普及員手帳などの移転された技術

そのものはもちろん重要であるが、技術協力の真髄は旧 JICA 設立時の標語でもあった「人造

り、国造り、心のふれあい」の「人造り」の部分である。RESCAP はまさにこの部分に力点

を置いて、自分たちで計画づくりから実施・評価までをできるように、専門家が種々の活動

を舞台裏で支えるという役割を担ってきたといえよう。技術や制度そのものは時代が変われ

ば使えなくなるものも出てくるであろうが、それを操る人間がしっかりしていれば農村の社

会・経済は持続・発展するはずである。その意味で、RESCAP に関与した人々がプロジェク

ト終了後も、その精神を受け継いで活動が低下することのないようにさらなる努力を続けて

いくことが必要である。 
 
（2）プロジェクト終了後の課題 

プロジェクト終了からその先を長期的に考えた場合、ザンビア側による予算手当ての問題

は残る。普及システム強化の柱でもある研修プログラムの一部は、EU などの開発パートナー

に依存している状況であり、本当の意味での独り立ちはしていない。提言でも述べたように

当面は他からの援助を受けながら普及制度強化を行わざるを得ない状況であるが、持続性の

確保は、ザンビア側が少しでも自分たちの予算を増やしていくことができるかどうかにかか

っている。本件に関し、ザンビア側は口では努力すると言ってはいるものの疑問は残る。こ

れまでザンビアは農業分野にかかわらず開発パートナーの援助にどっぷりと漬かってきてお

り、自分たちが汗をかくという面が弱いように感じる。開発パートナーが継続して援助を続

けることができない場合も考え、この点においてもマインドセットチェンジを行い、今から

準備することが必要である。 
農業・畜産省全体の予算のパイはそう拡大しないであろうから、具体的には補助金制度の

合理化による予算の捻出が考えられる。実際に補助金が小農のためになっているかというと

必ずしもそうではないという話も聞いており、合理化の余地はあると考えられる。もちろん

補助金行政は政治的な面もあり簡単に変更することはできないかもしれないが、この点に関

しては欧米各国や国際機関も改善すべきとの提言を機会あるごとに出しているとのことでも

あり、ぜひメスを入れてほしいものである。その促進材料としては、一日も早く国家普及戦

略を完成させ、それをもって普及の重要性を省内で共有することが必要である。技術・制度

的には RESCAP によりほぼ満足する結果が出ていることから、予算の面での問題を解決し長
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期的な持続性を保つことができるようになることを期待する。 
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１．合同評価報告書の受諾に係る協議議事録（M/M） 
 
２．合同評価報告書 
 
３．現地調査日程 
 
４．質問票に対するカウンターパートからの回答 
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